
令和８年度青少年講座企画運営業務委託企画提案公募要領  

 

１ 業務の概要  

（１）業務名  

      令和８年度青少年講座企画運営業務  

（２）目的  

       明日の地域を担う若者の育成を図るため、青少年リーダーを養成するにふさわ

しいテーマを設定した青少年講座の企画運営を行う。  

（３）業務内容  

運営業務仕様書のとおり  

（４）委託期間  

      契約締結の日から令和９年３月３１日（水）まで  

（５）委託料の上限  

      １，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。）（４講座分）  

※青少年講座Ａ及びＢとも１講座につき、２５０千円を上限とする。  

 １講座のみの提案も可能とする。（１提案者につき４講座まで）  

 例）Ａ×１、Ａ×１＋Ｂ×１、Ｂ×４  

※選定委員会の審査は講座単位で行うため、複数の講座を提案した場合において、

一部の講座のみが選定される場合がある。  

（６）委託先選定方法  

      公募型プロポーザルにより、予算の範囲内で４講座を選定し、当該講座の提案

者を契約予定者とする。  

 

２ 参加要件  

   次の全ての要件を満たす法人又は法人以外の団体であって、委託業務を的確に遂行

する能力を有する者とする。  

（１）徳島県内に本店、本部、又は支店、支部等を有していること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者  

（３）徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措

置の対象となっていない者  

（４）役員に、次のア又はイのいずれかに該当する者がないこと。  

ア 破産者で復権を得ない者  

イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

った日から２年を経過しない者  

（５）次のアからエまでのいずれかに該当する者でないこと。  

ア 民事再生法（平成１１年法律第２５５号）に基づき再生手続開始の申立てがな

されている者（同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者で、同法第



１７４条第１項の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。）  

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て（同

法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るもの

を含む。以下同じ。）がなされている者（同法に基づき更生手続開始の申立をさ

れた者で、同法第１９９条第１項若しくは第２項又は第２００条第１項の規定に

よる更生計画認可の決定を受けている者を除く。）  

ウ 破産法（平成１６年法律第７５条）に基づき破産手続開始の申立てがなされた

者及びその開始決定がされている者（同法附則第３条第１項の規定によりなお従

前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。）  

エ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者  

（６）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２項第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又はその構成員（暴

力団の構成団体の構成員を含む）若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から

５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統治下にある団体

でないこと。  

（７）特定の政治活動や宗教活動を主たる目的とする者、公序良俗に反する等適当でな

いと認められる者でないこと。  

 

３ 応募方法  

 （１）担当課（問合せ及び書類提出先）  

        〒７７０－８５７０  

徳島県徳島市万代町 1 丁目 1 番地  

徳島県こども未来部男女参画・青少年課  

青少年育成担当  

電話番号：０８８－６２１－２２０４  

ファクシミリ：０８８－６２１－２８４３  

E-mail：danjosankakuseisyounenka@pref.tokushima.lg.jp 

 （２）参加表明書の提出  

     企画提案への参加を希望する者は、企画提案参加表明書（様式第１号）に必要 

    書類を添付の上、(１)まで提出すること。  

とくぎんトモニプラザを利用する場合は、とくぎんトモニプラザの予約状況を

確認したうえで、候補日・時間・場所を明記すること。  

（ア）提出期限  

     令和８年５月１５日（金）正午まで  

（イ）提出方法  

持参、郵送又は電子メールとする。郵送および電子メールの場合は、送付した

旨を電話で連絡すること。 

 （３）企画提案書の提出  



（ア）提出書類  

・企画提案書（様式第２号）  ６部  

 講座計画表  

  ※講座単位で作成すること。  

※とくぎんトモニプラザ内の施設を利用する場合は、部屋名・実施日を明記す  

 ること。  

・法人の場合は登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、個人事業者の場合は個人事

業開始届の写し １部  

         ※提出書類の作成等に要する経費は、全て提出者の負担とする。  

（イ）提出期限  

令和８年５月２６日（火）正午まで  

（ウ）提出方法  

持参又は郵送（書留郵便又は宅配便）とする。郵送の場合は、送付した旨を電

話で連絡すること。  

（４）その他  

    ・企画提案に係る一切の経費については、提案者の負担とする。  

    ・提出された書類は返却しない。  

     ・提出された書類はこの企画提案の審査目的以外には使用しない。  

    ・提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。  

・本業務に利用するとくぎんトモニプラザの施設については、「（２）参加表

明書の提出」後に県が仮予約を行う。県が予約した際に空いていなかった場

合は、契約締結後に受託者と協議を行う。  

 

４ 選定方法  

  （１）企画提案の審査  

        ・県が設置する選定委員会において、企画提案書の書面審査を実施する。  

        ・審査は講座単位で行い、原則として、上位から４講座を採択案件とする。そ

のため、複数の講座を提案した場合、一部のみが採択となる場合がある。  

    ・提案者が一者であった場合は、企画提案書の適否を評価することとする。  

    ・選定委員会は非公開とし、評価内容に関する質問や異議は受け付けない。  

 

  （２）審査基準  

審査項目  審査内容  

企画提案の妥当性  

具体性と効果  

 

 

 

業務の趣旨を踏まえ、仕様書に沿った提案内容となっているか。 

テーマや講師の選定は適切で妥当であるか。  

講座の日程、開催場所は参加しやすいものとなっているか。  

若者の興味関心を引きつけ、積極的な参加が見込める内容であ

るか。  



 業務の全体スケジュールは適切か。  

業務遂行能力等  

 

 

業務を実施するために必要な人員を確保しているか。  

業務を実施するために必要なノウハウや実績を有しているか。  

経費の積算根拠が具体的に示されており、実現性があるか。  

      ※審査は、講座単位で行う。  

  （３）選定結果の通知  

    ・選定結果については、提案者宛てに書面により通知する。  

・選定結果に対する異議申立ては受理しない。  

         

５ 質疑応答  

   （１）質問の受付期間  

     令和８年５月１５日（金）正午まで  

  （２）質問の提出方法  

 当該公募に係る質問は、電子メールにより提出すること。ただし、送信後、電  

   話にて着信の確認を行うこと。  

メールアドレス：danjosankakuseisyounenka@pref.tokushima.lg.jp  

電話番号：０８８－６２１－２２０４  

   （３）質問の内容  

原則として、当該業務に係る条件や応募手続きに関する事項に限るものとし、 

   他の事業者の提案書提出状況や積算に関する内容等は受け付けない。  

   （４）質問に対する回答  

参加申込書を提出した全ての者に対し、電子メールにより回答を送付する。  

 

６ 契約について  

   （１）公募型プロポーザル方式による随意契約とし、選定委員会で選定された４講座  

         の提案者と協議を行い、契約を締結する。この協議には、企画提案書の趣旨を  

         逸脱しない範囲内での内容変更も含まれる。  

  （２）（１）の協議が不調のときは、選定委員会で順位付けられた上位の講座の提案  

   者から順に契約締結の協議を行う。  

  （３）契約保証金は免除する。  

 

７ スケジュール  

令和８年４月２２日（水）     公募開始  

令和８年５月１５日（金）正午     参加表明書の提出・質問受付締切  

令和８年５月２６日（火）正午     企画提案参加申込書提出締切  

令和８年５月下旬頃       選定委員会  

令和８年６月上旬頃       審査結果通知  

 


